
～ふれあいサービス事業とホームクリーニング事業のかたちが変わります～

これまで、地域のボランティアの協力で家事などのお手伝いを行うサービスは、ふれあいサービス事
業とホームクリーニング事業の２つがありました。令和2年度から、2つの事業を統合して「（仮称）
ふれあいおたすけ事業」という新しい事業を開始する予定です。

令和2年度から

令和元年度（2019年度）まで 平成30年度（2018年度）で終了

期間：通年
対象：高齢者や障害者、乳幼児がいる世帯

など
利用料：850〜950円/時間
サービス内容：日常生活のちょっとした家事

（掃除、買物、食事の世話等）

期間：10〜11月
対象：１人暮らしの高齢者世帯など
利用料：無料
サービス内容：換気扇、窓拭き、草むしり、

枝切りのうちどれか１つ

ふれあいサービス事業 ホームクリーニング事業

期間：通年
対象：高齢者や障害者のいる世帯、子育て世帯など
サービス内容：日常生活のちょっとした家事（掃除、買物、食事の世話等）
※利用料がかかります。

（仮称）ふれあいおたすけ事業
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本会の住民参加型在宅福祉サービス

Q .どうしてこんな風に変わるのですか？
A .２つの事業を統合し充実させることで、ボランティアが活躍できる環境づ

くりや、関係機関とのネットワーク強化を推進するためです。それにより、
現在進行中の第3期朝霞市地域福祉活動計画の項目である「地域での見守り
体制の強化」「地域の担い手・ボランティアの育成」を目指します。

活動計画
市民アン
ケートの
意見

・地域の中で見守りが必要な世帯を把握
できない。
・地域の中で顔見知りを増やす必要が
ある。

・ボランティア活動をする機会があればし
てみたい。
・退職者で地域に貢献したいがどうしたら
よいかわからない人もたくさんいる。

目指す
地域像

＜地域での見守り体制の強化＞
支援や見守りが必要な世帯に、同じ地
域に住むボランティアが支援を行うこ
とで、地域の見守り活動・声かけ活動
を推進します。

＜地域の担い手・ボランティアの育成＞
元気な高齢者、特に退職後の男性等が地域
で活躍し、地域に出るきっかけづくりを促
進します。

事業形態の変更に伴い、ホームクリーニング事業は平成30年度で終了しました。
今までご協力いただいた関係者のみなさま、誠にありがとうございました。

※令和元年度(2019年度)は、一定の要件を満たした世帯に限り無料でふれあいサービス事業を利用するこ
とができます。詳しくは下記までご連絡ください。

お問い合わせ 地域福祉推進係 TEL:048(486)2485【直通】 FAX:048(486)2418 

事業内容は
現段階の
予定です。

令和2年度より 新事業スタート！！


